
②生活費
③居住に関する
費用（管理費）

合計額

区分 前年度の対象収入（年額） （月額） （月額） （月額） （月額）

1 1,500,000円以下 10,000 45,652 20,000 75,652

2 1,500,001～1,600,000円 13,000 45,652 20,000 78,652

3 1,600,001～1,700,000円 16,000 45,652 20,000 81,652

4 1,700,001～1,800,000円 19,000 45,652 20,000 84,652

5 1,800,001～1,900,000円 22,000 45,652 20,000 87,652

6 1,900,001～2,000,000円 25,000 45,652 20,000 90,652

7 2,000,001～2,100,000円 30,000 45,652 20,000 95,652

8 2,100,001～2,200,000円 35,000 45,652 20,000 100,652

9 2,200,001～2,300,000円 40,000 45,652 20,000 105,652

10 2,300,001～2,400,000円 45,000 45,652 20,000 110,652

11 2,400,001～2,500,000円 50,000 45,652 20,000 115,652

12 2,500,001～2,600,000円 57,000 45,652 20,000 122,652

13 2,600,001～2,700,000円 64,000 45,652 20,000 129,652

14 2,700,001～2,800,000円 71,000 45,652 20,000 136,652

15 2,800,001～2,900,000円 78,000 45,652 20,000 143,652

16 2,900,001～3,000,000円 85,000 45,652 20,000 150,652

17 3,000,001円以上 86,900 45,652 20,000 152,552

注３　利用料については、厚生労働省等の通達にもとづいており、入居後に改定があります。

注１　この表の「対象収入」とは、前年の収入から租税・社会保険・医療費などの必要経費を控除した後の

　　　収入となります。

(令和６年４月１日改定）

①サービスの提供に要する費用（事務費）

　①サービスの提供に要する費用（事務費）　月１０，０００円～８６，９００円

　　　本人の年金などの収入により異なります。資産は問われません。

　　　厚生労働省の基準等により改定される可能性があります。

注２　夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１をそれぞれ

　　　個別の対象収入とします。その額が１５０万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの「サービスに

　　　関する費用」（事務費）が、上記の額から３０％減額した額（７，０００円）となります。

　　　利用料金は改定される場合がありますのでご了承ください。

　③居住に要する費用（管理費）　月２０，０００円　

　④その他　居室内で使用された電気料、ガス料、上下水道料、電話料などは各自のご負担となります。

社会福祉法人桐鈴会「ケアハウス鈴懸」　利用料

１．入居の際に一時金は不要です。

２．利用料金　

　　１ヶ月の合計入居費用は下記の、①～④の合計金額となります。（一人月額　約８～１６万円）

　②生活費　月４５，６５２円　食材料費および共用部分の光熱水費

　　　冬季間（１１月～３月）は共用部分の暖房費として６，２７６円が加算されます。
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